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トラック運送業における高齢者雇用の考え方 

景気の回復局面下における取扱量の増加によ

り、ドライバー不足が深刻化している状況の中で、

高齢になってからも長くドライバーとして働き続けら

れるか否かが、ドライバー不足解消のカギとなると

いっても過言ではありません。 

高齢ドライバーの活用に当たっては、事業者、ド

ライバーともに加齢に伴う体力面、健康面の不安

が大きくなることに対する懸念が非常に多くなって

います。

 
 

したがって、高齢になって

も働き続けてもらうためには、

加齢に伴い問題となる安全

面、健康管理面の対策が今

まで以上に重要になります。 
 

トラックドライバーとして長く働いてもらうために 

１．高齢ドライバーに配慮した安全対策の徹底 

◆運転に当たっての注意喚起 

◆労災防止に関する意識の高揚 

◆車両設備の整備 

 安全対策は、高齢ドライバーはもちろん、若年・

中堅ドライバー、女性ドライバーにとっても安心して

働くことにつながることから、事業者の責任として

徹底して行うことが求められます。高齢ドライバー

に対しては、特に加齢による影響に配慮しましょう。 
 

 

２．加齢に伴う心身機能の変化を踏まえた健康管

理の強化 

◆加齢に伴う心身機能の変化への対応 

◆健康診断の受診の徹底と対応の強化 

◆健康管理に関する意識の醸成 

◆運転者適性診断の受診の徹底 
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トラック運送事業においては、ドライバー不足が深刻化している状況下、若年ド

ライバーの採用・育成や女性ドライバーの活用はもちろん、高齢ドライバーのさ

らなる活用も今まで以上に考えていかなければなりません。本書では、高齢にな

ってもドライバーとして長く働いてもらうための方策として、①安全面、②健康

管理面、③仕事の見直し、④賃金とモチベーション、⑤会社としての仕組みづく

り、といった５つの視点から整理し、事業者がチェックすべき項目や行うことが

望ましい活動について具体的にまとめています。また、個別の取り組み事例を豊

富に取り入れ、分かりやすく紹介している点も本書の特徴です。各事業者の実情

に応じて、高齢ドライバーを活用していく際の羅針盤として、ご活用ください！ 

多 事例

 



トラック運送事業高齢者雇用推進ガイドライン 

 高齢ドライバーの活用に当たっては、特に加齢に

伴う心身機能の変化への対応、また、脳や心臓の

疾患、糖尿病などの生活習慣病への対応が求めら

れます。また、睡眠時無呼吸症候群（SAS）への対

応の強化も求められます。事業者としては、日々の

健康管理の取り組みや健康診断の受診の徹底、

あわせて健康管理の必要性に関する社内喚起な

どが必要になります。 

 

３．高齢ドライバーに対する負荷の軽減 

◆運行にかかわる負荷の軽減 

◆運行時間の短縮による負荷の軽減 

◆配車時の配慮 

◆荷役作業時の注意事項の徹底 

◆ドライバー以外への職種転換 

 ドライバーとしてできるだけ長く働き続けてもらい

たいものの、心身機能は個人差が大きく、その差

は加齢に伴いますます広がっていくことから、必要

に応じてドライバー一人ひとりの能力・適性に応じ

た負荷の軽減や職務の提供が求められます。 

 

４．賃金制度に対するきめ細かな説明とモチベー

ションの維持・向上 

◆賃金制度に対するきめ細かな説明 

◆モチベーションを高める評価・査定制度の工夫 

定年到達前後など高齢期に賃金が下がる場合

は、その理由をドライバーにしっかりと説明し、理解

を得ることが重要です。高齢ドライバーであっても

評価・査定を行い、この結果を賃金・処遇の決定の

際に考慮します。 

５．高齢になっても元気に働くために会社に求めら

れる仕組みづくり 

◆従業員全体が一体感を持って仕事をするための

仕組みづくり 

◆プロドライバーとして長く働き続けるためには 

◆定年前研修の実施 

高齢ドライバーのモチベーションの維持のため

には、社内行事などへの参加を奨励するなど職場

の一体感を生むことが重要です。また、高齢期を

見据えた健康管理、働き方、生活設計などについ

て若いうちからドライバー自らが主体的に考えるよ

う促します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●定年前研修の内容例 

 高齢者の継続雇用を円滑に進めるには、高齢

者に社内の制度や社会保険制度などへの理解を

深めてもらうことが重要になります。例えば、以下

のような内容の研修を行うことがあります。通常は、

58～59 歳時点（定年の 1～2 年前）に行う企業が

多いですが、なかにはそれ以前から数回行うことも

あります。 

 

 

事例

事例

事例

 

事例

 

 Check！ 
参考資料では、在職老齢年金と高年齢雇用継続給付

のしくみについて、シミュレーション結果を用いて具体的

に解説しているほか、トラック運送業における助成金の

活用事例も併せて紹介しています。 

① プロドライバーとして誇りを持って働き続けるた

めに 

② 健康維持のために 

③ 安全運転のために 

④ 自身の能力を高めるために 

⑤ 経済的に安心して働くために 

以上の５つについて、若手社員や中堅社員に向け

たアドバイスを紹介しています。 

Check！ 
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